
掲　示　期　間： 令和6年11月5日 ～ 令和6年11月11日
見積書提出期間： 令和6年11月5日 ～ 令和6年11月26日
見積書提出期限： 令和6年11月26日

契約件名 担当係

小型無人潜水機による船体確
認における検査補助業務に係
る請負契約

用度係

（午後3時）

現在、見積書提出依頼をしている調達案件は、以下のとおりです。
参加を希望する方は、下記の担当係までご連絡ください。
なお、メールでご連絡いただいた場合には、お手数ですが、その旨を電話にてお
知らせください。

令和6年11月5日

名古屋税関総務部会計課

見積書の提出依頼について

（午後3時）

契約の概要

小型無人潜水機（以下「水中ドローン」という。）を用
いた税関管轄区域での船体確認についての取締の検査補
助業務であり、水中ドローンにより対象船舶の船体に施
された不審事象について、税関と共同して発見を目的と
する検査の補助業務である。



   各係の連絡先
　　用　度　係　０５２-６５４-４０３６（nagoya-somu-kaikeiyodo@customs.go.jp）
　　営　繕　係　０５２-６５４-４０３９（nagoya-somu-kaikeieizen@customs.go.jp）
　　庁　務　係　０５２-６５４-４１１９（nagoya-somu-kaikeichomu@customs.go.jp）
　　国有財産係　０５２-６５４-４０１４（nagoya-somu-kaikeikokuyu@customs.go.jp）


